
告 示

�愛媛県告示第１４８号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 不健全な図書類等の指定………………………………………………７９

○ 医療機関の指定…………………………………………………………８０

○ 指定医療機関の廃止の届出……………………………………………８０

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定…………………………………８０

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更（２件）…………………８１

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の変更………………………８１

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出……………………８２

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の廃止の届出………………８２

○ 保安林予定森林…………………………………………………………８２

○ 公聴会の開催……………………………………………………………８３

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧……………………………８３

○ 愛媛県屋外広告物審議会規程の一部改正……………………………８３

公 告

○ 総合保養地域の整備に関する基本構想の廃止………………………８３

任 免 辞 令

○ 山内 謙吾………………………………………………………………８３

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑誌 １７‐０８１ 本気でイッテ！！ ２月号増刊 � 一 水 社 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １７‐０８２ ニャン２倶楽部 ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １７‐０８３ 中出しＳｐｅｃｉａｌ ３月号増刊 � 光 彩 書 房

〃 １７‐０８４ 裏アリス ＶＯＬ．２１ ３ 月 号 三 和 出 版 �

〃 １７‐０８５ マダムＸ ３ 月 号 � 風 林 館

〃 １７‐０８６ 人妻密会 １ ２ ６ � ぶ ん か 社

〃 １７‐０８７ ぷちぷる Ｖｏｌ．６ マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １７‐０８８ 女神の雫。Ｖｏｌｕｍｅ．０１ ２月号増刊 � マ ッ ク ス

〃 １７‐０８９ 熟れ母 ｖｏｌ．７ ３ 月 号 � メ デ ィ ア ソ フ ト

〃 １７‐０９０ コミック ドルフィン ＶＯＬ．１８６ ３ 月 号 � 司 書 房

〃 １７‐０９１ Ｃｏｍｉｃ 人妻熟女ざかり Ｖｏｌ．１１１ ３ 月 号 � 桃 園 書 房

〃 １７‐０９２ ＣＯＭＩＣ快楽天ビースト Ｖｏｌ．６ ２月号増刊 � 日 本 出 版 社

ビデオ
テープ １７‐０９３ 裏ビデオのダビング２ 収録・あすか ＡＫＡＧ－０２ 赤 影

〃 １７‐０９４ 大滝明日香の表に出せないビデオ ＯＶ－２１ 不 明

〃 １７‐０９５ 劇空間レイプ ＨＵ－０１ Ｈ Ｕ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ

毎週（火・金）曜日発行 第１７３２号 平成１８年２月７日

平成１８年２月７日火曜日 第１７３２号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 １７‐０９６ 夏の女子高生強制発射２ ＳＳＭ－００２ サ マ ー ス ク ー ル
マ ー ケ ッ ト

〃 １７‐０９７ 放課後の女子高生シリーズ きょうかの放課後
うさみ恭花 ＨＫ－０１ スーパープレミアム

〃 １７‐０９８ 私の過激なロマンポルノ 中田弘美 ＫＲ＊０４ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｖ

ＤＶＤ １７‐０９９ 今、小沢菜穂がスゴすぎる！ ＭＩＬＰ－
０１６

� ケ イ ・ エ ム ・
プ ロ デ ュ ー ス

〃 １７‐１００ 熱風 柚木ティナ ＸＶ－３１２ � マ ッ ク ス ・ エ ー

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

ＪＡおちいまば
り歯科診療所

越智今治農業協
同組合

今治市鐘場町一丁目２
番地９

平成１８年
１月６日

新居浜市医師会
別子山診療所

社団法人
新居浜市医師会

新居浜市別子山乙２４１
番地６

平成１７年
１２月２６日

おだクリニック 医療法人
おだクリニック

西予市宇和町卯之町五
丁目３１３番地６

平成１７年
１２月１日

日本調剤西予薬
局

日本調剤株式会
社

西予市野村町野村１１－
６８－２

平成１８年
１月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

おだクリニック 織 田 英 昭 西予市宇和町卯之町五
丁目３１３番地６

平成１７年
１２月１日

しげのぶ薬局 株式会社
ひ だ か

東温市志津川甲１５５８－
１

平成１８年
１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社シルバーケアサー
ビス

今治市八町西四丁目１番１２
号

グループホームひまわりの
家 今治市古谷甲１９番１ 平成１７年１２月９日

ウマ商事株式会社 四国中央市三島中央三丁目
１１番３３号 グループホーム新町 四国中央市三島中央三丁目

１１番３３号 平成１７年１２月１２日

愛媛医療生活協同組合 松山市中村３－１－１ ヘルパーステーションごし
き 伊予市米湊７３６－３ 平成１８年１月１日

株式会社えひめメディコー
プ 松山市中村３－１－１ デイサービスごしき 伊予市米湊７３６－３ 平成１８年１月４日

株式会社翼 香川県高松市林町１９９４番地
３ 株式会社翼 新居浜市宇高町一丁目３番 平成１８年１月１日

医療法人おだクリニック 西予市宇和町卯之町五丁目
３１３番地６ おだクリニック 西予市宇和町卯之町五丁目

３１３番地６ 平成１７年１２月１日

有限会社和家 西予市宇和町れんげ１９６５番
地２７ グループホーム蘭 西予市宇和町河内１６６－１ 平成１８年１月１２日

愛 媛 県 報平成１８年２月７日 第１７３２号
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�愛媛県告示第１５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
デイサービス施設古城園

北宇和郡松野町豊岡４５９８－
１ 平成１７年１０月１日

（変更前）
宇和島地区広域事務組合デ
イサービス施設古城園

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
老人短期入所施設古城園

北宇和郡松野町豊岡４５９８－
１ 平成１７年１０月１日

（変更前）
宇和島地区広域事務組合短
期保護施設古城園

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
デイサービス施設城辺みし
ま荘

南宇和郡愛南町城辺乙５６１
番地 平成１７年１０月１日（変更前）

宇和島地区広域事務組合デ
イサービス施設城辺みしま
荘

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
老人短期入所施設城辺みし
ま荘

南宇和郡愛南町城辺乙５６１ 平成１７年１０月１日
（変更前）
宇和島地区広域事務組合短
期保護施設みしま荘

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
デイサービス施設一本松荘

南宇和郡愛南町中川１４３８－
１ 平成１７年１０月１日

（変更前）
宇和島地区広域事務組合デ
イサービス施設一本松荘

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地

（変更後）
老人短期入所施設一本松荘

南宇和郡愛南町中川１４３８－
１ 平成１７年１０月１日

（変更前）
宇和島地区広域事務組合短
期保護施設一本松荘

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社シンシア 四国中央市金生町山田井４
番地１ 訪問介護事業所シンシア

（変更後）
四国中央市川之江町３２１７－
１向陽ハイツ１階Ｂ号

平成１７年１１月１５日
（変更前）
四国中央市金生町山田井４
番地１

愛 媛 県 報平成１８年２月７日 第１７３２号
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�愛媛県告示第１５７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社シンシア 四国中央市金生町山田井４
番地１

居宅介護支援事業所シンシ
ア

（変更後）
四国中央市川之江町３２１７－
１向陽ハイツ１階Ｂ号

平成１７年１１月１５日
（変更前）
四国中央市金生町山田井４
番地１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ビック 八幡浜市松柏５１６ 有限会社ビックあっぷるケ
アサービス 宇和島市新町２－１－５ 平成１７年５月３１日

株式会社市橋 宇和島市鶴島町３番１３号 つるしま薬局 宇和島市鶴島町３番１３号 平成１３年４月１日

山 田 勇 樹 宇和島市丸之内一丁目１－
３ ヤマダ薬局 宇和島市丸之内一丁目１－

３ 平成１４年３月３１日

南予調剤株式会社 宇和島市御幸町一丁目１－
３ エビス薬局 宇和島市恵美須町二丁目７

－１ 平成１６年８月１日

コスモス介護サービス有限
会社

宇和島市中央町二丁目４番
２６号

コスモス介護サービス有限
会社

宇和島市中央町二丁目４番
２６号 平成１６年３月３１日

株式会社幸燿 香川県高松市田村町９４８番
地 株式会社幸燿 新居浜市田所町２－２５ 平成１７年１２月３１日

医療法人中村脳神経外科 伊予市米湊７８６番１ 中村脳神経外科 伊予市米湊７８６番１ 平成１７年８月３１日

織 田 英 昭 西予市宇和町卯之町五丁目
３１３番地６ おだクリニック 西予市宇和町卯之町五丁目

３１３番地６ 平成１７年１１月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

上浦町 越智郡上浦町大字井口６６０５
番地 上浦町居宅介護支援事業所 越智郡上浦町大字井口６６０５

番地 平成１４年４月１日

医療法人三善会 宇和島市堀端町２－３９ 居宅介護支援事業所風阿 宇和島市堀端町２－３９ 平成１６年１０月３１日

愛 媛 県 報平成１８年２月７日 第１７３２号
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公 告

任 免 辞 令

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市津島町御内８

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１８年２月２２日（水）午後２時から

２ 場所 四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

四国中央市福祉会館会議室２

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

四国中央都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針の案について

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（伊予三島

、川之江、土居都市計画区域内の四国中央市の住民及び

利害関係者に限る。）は、意見の要旨及びその理由並び

に住所氏名を記載した書面を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１８年２月１７日（金）まで

なお、公述申出期間に申出がなかった場合は、公聴会

の開催を中止する。

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

�愛媛県告示第１５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、東予広域都市

計画下水道の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁に

おいて公衆の縦覧に供する。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６０号
愛媛県屋外広告物審議会規程（昭和３６年２月愛媛県告示第

１３８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する

。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項中「１４人以内」を「１１人以内」に改める。

第３条第３号中「２人」を「１人」に改め、同条第７号中

「５人」を「３人」に改める。

�公 告

総合保養地域整備法（昭和６２年法律第７１号）第６条第１項

の規定に基づき、平成１８年１月２５日、総合保養地域の整備に

関する基本構想（えひめ瀬戸内リゾート開発構想）（平成２

年７月１０日付け公告）を廃止した。

平成１８年２月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�任免辞令
平成１７年１２月１０日

愛媛県事務吏員 山 内 謙 吾

死亡
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